
平
井
書
記
長
は
、
冒
頭
、
公
務
部

門
の
賃
金
引
下
げ
は
、
全
労
働
者
に

賃
金
抑
制
を
押
し
付
け
て
い
く
と
い

う
、
賃
金
削
減
の
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル

だ
。
貧
困
と
格
差
の
解
消
、
内
需
拡

大
・
大
阪
経
済
の
活
性
化
に
逆
行
す

る
と
し
、
①
大
企
業
に
対
し
、
派
遣

や
期
間
工
を
含
め
従
業
員
の
雇
用
や

生
活
を
守
る
こ
と
を
要
請
す
る
②
国

に
対
し
、
派
遣
法
の
抜
本
改
正
な
ど

全
労
働
者
の
雇
用
確
保
と
賃
金
改
善

を
働
き
か
け
る

③
大
阪
府
自
ら
が

官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
を
つ
く
る
の

で
は
な
く
、
公
務
サ
ー
ビ
ス
を
担
う

労
働
者
の
賃
金
改
善
の
た
め
の
公
契

約
条
例
の
制
定
な
ど
の
対
策
を
講
じ

る
こ
と
な
ど
を
強
く
求
め
た
。

【
今
秋
季
闘
争
で
の
中
心
的
要
求
と

説
明
要
旨
は
以
下
の
と
お
り
】

■
労
使
慣
行
の
尊
重
を

知
事
は
、
人
事
委
員
会
勧
告
を
受

け
た
後
の
記
者
レ
ク
で
「
賃
金
が
下

が
っ
た
時
だ
け
金
額
が
低
い
と
大
騒

ぎ
す
る
が
、
実
は
も
の
す
ご
い
優
遇

措
置
が
あ
る
」
「
優
遇
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
も
府
民
に
示
し
て
、
そ
れ
を

前
提
に
金
額
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か

議
論
を
し
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
特
別
休
暇
な
ど
は
、
労
使
が
長

い
間
か
け
て
協
議
し
て
き
た
到
達
点

で
あ
り
、
知
事
の
発
言
は
労
使
交
渉

を
前
に
し
て
極
め
て
不
適
切
な
発
言
。

■
独
自
カ
ッ
ト
中
止
、
賃
金
改
善
を

定
数
削
減
に
よ
る
多
忙
、
過
密
な

労
働
実
態
に
加
え
、
12
年
間
に
及
ぶ

給
与
抑
制
、
一
時
金
の
削
減
、
と
り

わ
け
昨
年
8
月
か
ら
の
平
均
13
％
の

大
幅
な
人
件
費
削
減
、
5
2
9
億
円

の
財
政
協
力
の
強
要
に
よ
り
、
職
員
・

教
職
員
の
生
活
状
況
は
一
層
厳
し
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

府
人
勧
は
さ
ら
に
1
3
1
億
円
の

減
額
を
求
め
る
と
い
う
極
め
て
不
当

な
も
の
。
実
際
に
支
給
さ
れ
て
い
る

給
与
を
ベ
ー
ス
に
す
れ
ば
、
公
民
較

差
は
6
・
7
3
％
、
2
5
2
9
0
円

の
プ
ラ
ス
で
あ
る
。
本
来
、
こ
の
引

き
上
げ
か
、
給
与
や
一
時
金
の
カ
ッ

ト
の
中
止
を
勧
告
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
実
現
を
求
め
る
。

住
居
手
当
は
、
国
の
場
合
は
官
舎

が
保
障
さ
れ
、
3
9
・
2
％
が
利
用
。

府
で
は
職
員
宅
舎
も
職
員
寮
も
全
く

な
い
。
ま
た
、
民
間
で
は
09
年
度
調

査
で
半
数
近
い
事
業
所
が
「
自
宅
に

係
る
手
当
」
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

手
当
の
廃
止
で
は
な
く
、
十
分
な

検
討
と
協
議
を
要
求
す
る
。

■
非
常
勤
職
員
等
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
を

な
く
せ

一
般
行
政
部
門
で
約
1
8
0
0
名
、

学
校
で
約
5
3
0
0
名
の
非
常
勤
職

員
が
働
い
て
い
る
。
非
常
勤
作
業
員

の
日
給
は
5
4
3
0
円
、
時
給
に
直

す
と
9
0
5
円
。
社
会
保
険
料
等
を

除
く
と
9
万
円
弱
、
時
給
に
直
す
と

7
5
0
円
程
度
で
あ
る
。
府
の
最
低

賃
金
7
6
2
円
を
下
回
り
、
府
が
官

製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
を
つ
く
っ
て
い

る
。ま

た
、
今
年
４
月
、
府
教
委
が
府

立
学
校
の
非
常
勤
講
師
の
賃
金
制
度

を
改
悪
し
た
こ
と
に
よ
り
、
非
常
勤

講
師
の
賃
金
が
年
収
ベ
ー
ス
で
18
％

も
の
大
幅
引
き
下
げ
に
な
っ
た
の
に

加
え
、
７
月
、
８
月
、
３
月
の
賃
金

が
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
な
る
な
ど
の
事

態
が
生
じ
て
い
る
。
賃
金
制
度
の
改

悪
撤
回
を
強
く
求
め
た
。

■
勤
務
時
間
短
縮
を
直
ち
に
実
施
せ

よ
15
分
短
縮
は
、
国
は
本
年
4
月
1

日
か
ら
実
施
。
都
道
府
県
で
も
21
道

府
県
が
4
月
1
日
か
ら
実
施
し
、
今

年
度
中
を
合
わ
せ
る
と
30
の
県
が
実

施
を
決
め
て
い
る
。
本
年
の
夏
季
闘

争
で
は
、
「
他
府
県
の
動
向
等
を
十

分
注
視
し
つ
つ
、
研
究
会
な
ど
も
活

用
し
、
意
見
交
換
し
な
が
ら
検
討
す

る
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
が
、
府
労

組
連
の
再
三
に
わ
た
る
要
求
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
度
も
研
究
会
が
開
か

れ
て
い
な
い
。
「
終
業
時
間
繰
上
げ

に
よ
る
勤
務
時
間
短
縮
」
は
最
も
切

実
な
要
求
で
あ
る
。

■
長
時
間
過
密
労
働
解
消
、
健
康
管

理
体
制
の
拡
充
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
の
充
実
を

９
時
以
降
の
時
間
外
勤
務
の
禁
止

と
「
庁
舎
一
斉
消
灯
」
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
も
と
で
、
職
場
か
ら
は
、

「
９
時
以
降
の
残
業
は
つ
け
に
く
い
」

「
早
朝
出
勤
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
が

そ
の
分
は
超
勤
申
請
は
し
て
い
な
い
」

な
ど
の
声
が
出
さ
れ
て
い
る
。
年
度

当
初
か
ら
の
欠
員
発
生
、
業
務
加
重

に
よ
る
課
や
部
を
越
え
た
応
援
体
制
、

知
事
の
マ
ス
コ
ミ
向
け
発
言
に
よ
る

突
発
的
業
務
な
ど
に
よ
る
長
時
間
過

密
労
働
の
実
態
は
、
い
つ
過
労
死
が

発
生
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
メ
ン

タ
ル
不
全
者
の
増
大
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。

教
育
現
場
は
、
教
職
員
の
病
気
休

職
者
が
増
加
。
現
職
死
亡
が
後
を
経

た
な
い
状
況
で
、
自
殺
者
も
増
え
て

い
る
。
休
職
者
数
に
お
け
る
精
神
疾

患
の
割
合
は
全
国
と
比
べ
て
約
10
ポ

イ
ン
ト
高
い
数
値
を
示
し
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
若
年
層
の
精
神
疾
患
の
広

が
り
は
深
刻
化
し
、
07
年
度
、
20
歳

代
の
病
気
休
職
者
45
人
の
う
ち
42
人

が
精
神
疾
患
と
い
う
一
刻
も
放
置
で

き
な
い
状
況
で
あ
る
。

■
国
人
勧
が
示
し
た
、
子
の
看
護
休

暇
の
拡
充
、
介
護
の
た
め
の
休
暇
制

度
の
創
設
な
ど
を
実
現
す
る
こ
と

◎
す
べ
て
の
職
場
か
ら
全
員
署
名
の

集
約
を

府
労
組
連
は
、
橋
下
「
改
革
」
に

よ
る
府
民
切
捨
て
、
職
員
犠
牲
を
許

さ
な
い
官
民
一
体
、
府
民
共
同
の
前

進
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
職
場
か
ら

の
闘
争
参
加
を
呼
び
か
け
る
。

府労組連ニュース

当
面
の
日
程

府
民
宣
伝

十
月
二
八
日(

水
）
〜

十
一
月
四
日(

木
）

各
地
域
で

府
労
組
連
団
体
交
渉

十
一
月
六
日(

金
）

午
後
二
時

府
労
組
連
・
大
阪
労
連

共
催
決
起
集
会

十
一
月
六
日(

金
）

午
後
六
時
四
五
分

府
庁
本
館
玄
関
前

府
労
組
連
団
体
交
渉

十
一
月
一
一
日(

水
）

午
後
一
時

府
労
組
連
決
起
集
会

十
一
月
一
一
日(

水
）

午
後
四
時
三
〇
分

教
育
塔
前

府
労
組
連
は
本
日
、
府
当
局
に
対
し
て
25
項
目
の
09
年
府
労
組
連
秋
季
・
年
末
要
求
書
（
裏
面
参
照
）
を
提
出
。

提
出
に
あ
た
り
、
辻
委
員
長
は
「
本
日
府
議
会
で
Ｗ
Ｔ
Ｃ
移
転
案
が
否
決
さ
れ
た
。
2
月
議
会
に
続
く
事
態
を
、
厳
粛
に

受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
」
ま
た
、
「
府
労
組
連
要
求
は
、
府
民
の
利
益
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
府
経
済
の
活
性
化
、

府
財
政
の
再
建
に
つ
な
が
る
大
義
と
正
統
性
を
持
っ
て
い
る｣

と
強
く
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
知
事
が
行
っ
た
「
メ
ー
ル
問
題
」

で
の
職
員
処
分
に
つ
い
て
、
改
め
て
抗
議
し
ま
し
た
。
府
労
組
連
の
要
求
に
対
し
、
綛
山
副
知
事
は
「
昨
年
度
か
ら
の
給
与

の
カ
ッ
ト
等
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
厳
し
い
内
容
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
認
識
。
し
か
し
、
財
政
再
建
の
た
め
、
理
解
を
」

と
、
財
プ
ロ
案
に
固
執
。
同
時
に
「
人
事
委
員
会
か
ら
特
別
休
暇
な
ど
、
優
遇
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
る
と
伺
っ
て
い
る
。
十

分
に
協
議
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
特
別
休
暇
の
「
見
直
し
」
を
示
唆
し
た
。
府
労
組
連
は
、
官
民
一
体
で
府
民
生
活
と

職
員
の
生
活
を
守
る
た
め
秋
季
年
末
闘
争
の
と
り
く
み
を
強
化
す
る
。



１．労使慣行を遵守し、労使間の確認事項を遵守すること。また、一切

の不平等扱いをただちに解消すること。

２．大阪府人事委員会の不当なマイナス勧告を理由とした、月例給や一

時金の削減、住居手当の廃止を行わず、生活改善につながる賃上げを

行うこと。

また、義務教育等教員特別手当の引下げは行わないこと。

３．年末手当の削減を行わないこと。また、一時金の時限的カットを中

止し、年末手当を12月10日に支給すること。「職務段階別加算」を廃

止し、全職員に一律に加算するとともに、勤勉手当への「評価結果」

の反映、扶養手当の算出基礎からの除外を撤回すること。

４．08年８月からの「財政再建プログラム案」に基づく給与カット、退

職手当５％削減を直ちに中止するとともに、改悪された住居手当・旅

費・通勤手当を復元すること。府関係職員の賃金の切り下げ・賃金抑

制を改め、賃金・諸手当の抜本的改善、賃金体系の改善を行うこと。

５．非常勤職員・臨時教職員・非常勤講師等の雇用の継続、賃金の引き

上げ、労働条件の改善を行うこと。非常勤講師の賃金制度の改悪を元

に戻し、昨年の水準を下回らないよう賃金を大幅に増額すること。

６．任用制度については、職員が働きがいを持って十分に能力を発揮で

き、安心して職務に専念できる制度に改善すること。

７．「首席・指導教諭」制度を廃止し、「特２級」適用をやめること。

教員に対する主任手当は支給しないこと。

８．「再任用制度」については、希望者を全員雇用すること。運用にあ

たっては引き続き府労組連と十分協議すること。また、非常勤登録制

度の運用の拡大、非常勤特嘱・若特制度、「教育専門員制度」を復活

させること。

新たな高齢雇用施策は、「雇用と年金の接続」を大原則にすること。

また、60歳の定年年齢を65歳まで延長する仕組みを検討するに当たっ

ては、本人選択に配慮するとともに、早期退職による不利益をもたら

さず、60歳前後の賃金水準を低下させることのないよう、府労組連と

十分に協議すること。

９．「評価・育成システム」「新人事評価制度」の「評価結果」の賃金

リンク（一時金・昇給）は撤回すること。また、「評価・育成システ

ム」は子どもと教育をゆがめる重大な問題を含むものであり廃止・撤

回すること。「新人事評価制度」は、職場の矛盾と混乱を拡大する一

方的な制度改変ではなく、抜本的な見直しを行うこと。

10．大企業奉仕、府民・職員に犠牲を強いる「大阪維新プログラム案」

を撤回し、府民本位の財政再建を行うこと。「大阪版市場化テスト」

を撤回すること。試験研究機関の独立行政法人化や指定管理者制度の

拡大を行わないこと。

府民サービスの向上、少人数学級の拡大などゆきとどいた教育の推

進、労働条件の改善に向け、大幅な定数増を行うこと。また、府立学

校技術職員（校務担当）及び現業職員の「退職不補充・民間委託化」

を撤回すること。

11．府立５病院を直営に戻すこと。また、公的医療を守り拡充する立場

から運営交付金を大幅に引き上げるとともに、医師・看護師確保のた

めの抜本的な対策を講じること。早期退職が相次ぐ法人職員の賃金・

労働条件の改善を指導すること。

12．「大阪府立大学のあり方」については、大学の自律性を尊重し、教

職員、学生や卒業生を含めた幅広い府民の声を取り入れること。公立

大学法人の設立団体として、大阪府立大学を他の国公立大学法人と同

水準の学費で運営できるように運営交付金を増額すること。また、教

育研究施設の耐震を含む安全確保と周辺環境への負荷低減のために、

設立団体の責任において、十分な施設整備補助金を措置すること。

13．総務サービスセンターの現行システムは本来業務に支障をきたして

おり、人的措置を講じること。また、学校総務サービス事業について

は、事務室設置、研修の充実など、条件整備を引続き行うこと。

14．時短と労働条件改善のため、次の要求を実現すること。

(1)１日の勤務時間を拘束８時間（実働７時間、週35時間）とする勤務時

間条例の改正を行うこと。とりわけ、終業時間繰上げによる所定内勤

務時間の15分短縮を直ちに実施すること。また、長時間通勤を改善し、

実質的な労働時間の短縮をはかること。

(2）有給休暇の取得を促進すること。

(3）時間外勤務・恒常的残業をなくすため、抜本的対策を講じること。

時間外勤務は、原則として１日２時間、１週５時間、年間120時間とす

る上限規制を行い、最低限、当局自身が定めた年360時間の上限規制に

責任を持ち、実効ある措置を講じること。厚労省通達に基づき、サー

ビス残業を根絶する適切な措置を講じること。また、労基法「女子保

護規定」廃止を口実とした労働条件の切り下げは行わないこと。

労働時間管理の現状を把握し問題点及びその解消等の検討をおこな

う労使の「推進委員会」を設置すること。

(4）超過勤務の割増率を100分の150（深夜・休日等は100分の200）に引

上げること。

また、人事委員会勧告にあわせ、割増率を改善すること。

15．教職員の異常な長時間・過密労働を解消するため、以下のことを行

うこと。

(1）超過勤務ならびに休日出勤、休憩時間の取得状況など、労働実態調

査を行うこと。

また、協議の場を設けること。

(2）教職員の勤務時間管理は、当該校の校長の責任であることを明確に

するとともに、超過勤務の解消や休憩時間の取得にむけた実効ある手

立てを取るように強く指導すること。09夏季闘争時に回答のあった教

職員の勤務時間の適正化等にかかる検討状況を明らかにし協議するこ

と。

(3）授業持ち時間の上限規制、部活指導による超過勤務の縮減、80％の

出勤率にもとづく定数配置、年齢構成の是正などを行うこと。

(4）病休・産休等の代替講師、体育実技軽減等の非常勤講師を確保する

ための抜本的対策を講じること。また、地公法22条２項の脱法行為に

等しい定数内講師等の大量採用をあらため、正規教職員を確保するこ

と。

16．育児にかかる短時間勤務制度及び高齢者部分休業制度については、

安心して取得できる人員確保と職場環境の整備をはかること。また、

正規職員での代替措置を行うこと。

人事院の「意見具申」に基づき育児休業等をすることができない職

員の範囲の見直しや男子職員の再度の取得ができる改正について直ち

に実施すること。

３歳未満の子のある職員が当該子を養育するために請求した場合は

超過勤務をさせてはならない規定を設けること。

17．特別休暇等の拡充に向け、次の要求を実現すること。

(1）特別休暇の拡充を行うとともに、諸権利行使を保障する条件整備

（人員増など）をはかること。人事院勧告に基づき「子の看護休暇」

の拡充、「短期の介護休暇」の新設をすること。

(2）出産、育児、介護に係る休暇制度の拡充を図るとともに、代替要員

の確保を行うこと。

(3）次世代育成支援行動計画の見直し・改善へ向け、十分な労使協議を

行うこと。

18．「療養に専念させる」という本来の趣旨に沿った病気休暇・休職制

度となるよう、制度を拡充すること。

19．新型インフル問題について、府民や子どもの命と健康、感染拡大を

防止するため、次の要求を実現すること。

(1)新型インフルエンザ対策については、公的責任を明確にするとともに

健康危機管理対応と位置付け、予算・人員増など抜本的に体制を強化

すること。

(2)修学旅行等の学校行事の中止、延期にかかる諸費用については公費負

担とすること。

(3）府職員・教職員等の服務については、特別休暇や労働条件の確保な

ど府民サービスの低下を招かないことや教育的な配慮を踏まえたもの

とすること。

20．労働安全衛生対策を抜本的に強化すること。

(1）労働安全衛生協議会（委員会）の拡充、定期健康診断の改善など健

康管理体制の充実をはかること。また、小・中学校における「医師の

面接指導」体制の整備など、実効ある労働安全衛生体制を確立するよ

う強力に指導・推進すること。

(2）精神疾患等による休職者の職場復帰に伴う対策を拡充すること。

(3）脳ドック、ストレスドックに助成を行うこと。また、メンタルヘル

ス対策を強化すること。

(4）ＩＴ化に伴う職場環境の整備と安全衛生対策を講じること。

21．障害を持つ府職員の採用枠の拡大と適職保障、支援制度、職場環境

改善を行うこと。

22．地公法42条に基づく福利厚生事業の拡充を図ること。

23．府庁舎のＷＴＣ移転は行わず、耐震補強案の具体化を提示し、①快

適で働きやすい職場環境の確保など職員の要求実現②便利で利用しや

すくて福祉の充実など府民福祉の向上③政府・財界の地域支配の拠点

ではなく、府民の自治と文化の育成の３項目を基本に府労組連と十分

に協議すること。

また、庁舎や執務室、府立学校などの職場環境の改善をはかること。

24．女性の登用の拡大やセクシュアル・ハラスメントなどの防止対策の

拡充、パワー・ハラスメント防止対策指針の早期策定など、働きやす

い職場環境と労働条件の改善をはかること。

25．「安全・安心な学校」に向けて、教職員増、学校警備員や交通指導

員の配置、警報装置の設置など、条件整備をすすめること。
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